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船舶事故調査報告書 

 

                               令和８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１０月３日 ２１時２３分頃 

発生場所 鳴門
な る と

海峡（大鳴門橋南方沖） 

 鳴門飛
とび

島灯台から真方位０４３°４７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１４.１′ 東経１３４°３９.１′） 

事故の概要  貨物船明春
めいしゅん

丸は、北北西進中、また、貨物船菱和
りょうわ

丸は、南東進

中、両船が衝突した。 

明春丸は、左舷船首部に凹損等を生じ、また、菱和丸は、右舷船首

部の凹損等を生じた。 

事故調査の経過 令和６年１０月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 貨物船 明春丸、４９８トン 

 １３６５３６、白川汽船有限会社（船舶所有者）、明港汽船株

式会社（船舶借入人、Ａ社） 

   ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成１３年５月３０日 

Ｂ 貨物船 菱和丸、４９７トン 

   １４０３０３、株式会社菅原ジェネラリスト（Ｂ社） 

   ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１８年２月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８０歳 

二級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５９年６月１１日 

        免 状 交 付 年 月 日 令和６年３月１１日 

免状有効期間満了日 令和１１年６月２０日 

Ｂ 船長Ｂ ３８歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２６年８月２９日 

        免 状 交 付 年 月 日 令和６年５月２４日 

免状有効期間満了日 令和１１年８月２８日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部に凹損等（写真１参照） 

 

 

    船首←  

 

 

 

 

Ｂ 右舷船首部に凹損等、右舷船尾部ロープガイドに破損等（写真２

参照） 

 

 

  船首← 

 

 

 

 

        写真２ Ｂ船の損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視程 約８海里（Ｍ） 

海象：うねり 波向南、波高約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

鳴門海峡の潮流：北流約２.９ノット（kn）（最狭部における２１時 

２０分の推算値） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空倉で、法定灯火を表示し、

レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、令和６年１０月３日１８

時４５分頃に愛媛県松山市松山港に向けて徳島県阿南
あ な ん

市 橘
たちばな

港を出航

した。 

船長Ａは、出航時から単独で操舵スタンドの前に立った姿勢で操船

に当たり、大鳴門橋橋梁灯（中央灯）（以下「中央灯」という。）を船

首目標とし、針路を大鳴門橋の橋軸に対して直角となる約３４０°

（真方位、以下同じ。）に定め、約１０kn の速力（対地速力、以下同

じ。）とし、自動操舵で鳴門海峡に向かっていた。 

船長Ａは、大鳴門橋までの距離が約３Ｍとなった頃、手動操舵に切

り替えて当て舵を取りながら、ヘッドアップ表示としたレーダーのレ

ンジを適宜切り替えて鳴門海峡を南航する船舶の動静を確認しながら

本船を北北西進させた。 

船長Ａは、２１時１０分頃にレーダー画面で鳴門海峡北西方沖を航

行中のＢ船とＢ船に先航する船舶（以下「Ｃ船」という。）の映像を

認め、位置関係からＣ船とは大鳴門橋手前の広い海域で行き会うが、

写真１ Ａ船の損傷状況 

（Ａ社提供） 

（Ｂ社提供） 
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Ｂ船とは同橋付近で行き会うことになると思った。それでも狭い水道

等のルールどおり、同海峡最狭部の右側を航行すればＢ船と左舷対左

舷で安全に通過できると思った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ２１時１０分頃のＡ船、Ｂ船及びＣ船の位置 

 

船長Ａは、ふだんから鳴門海峡を北上するときは、大鳴門橋下の東

寄りにある浅所から距離をとる目的で、中央灯に向けて３４０°の針

路で鳴門海峡の中央付近を航行させていた。本事故当時は、Ａ船の船

位を目視のみで確認し、ＧＰＳプロッターで確認していなかったの

で、飛島の南東方に至るまで、Ａ船が風潮流によって西方に圧流され

ていることに気付いていなかった。 

船長Ａは、２１時２０分頃に船首目標としていた中央灯の方位が右

に変化していく様子を見てＡ船が西方に圧流されていることに気付い

た。そこで、当初の操船計画どおり、鳴門海峡最狭部の右側を航行し

ようと思い、大鳴門橋橋梁灯（右側端灯）（以下「右側端灯」とい

う。）に針路を向けた。それと同じ頃に、目視で左舷船首方に南東進

するＢ船を認めた。 
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船長Ａは、２１時２１分頃、狭水道は右側端に寄って通航しなけれ

ばならないので、いずれＢ船が右転してＡ船と左舷を対して通過する

と思い込み、更に右舵を取った。しかし、Ｂ船が同じ針路及び速力で

接近するので危険を感じ、右舵一杯を取ったものの、２１時２３分頃

にＡ船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ａ船とＢ船の航跡 

 

船長Ａは、直ちに主機を停止し、乗組員に指示してＡ船の浸水の有

無及び損傷状況を確認させた。 

船長Ａは、Ｂ船が南進していたので、Ａ船をＢ船に接近させ、Ｂ船

に対して汽笛の吹鳴や探照灯の照射を行っていたところ、Ｂ船乗組員

から船外マイクで国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）で

の呼出しに応答するよう求められ、Ａ船のＶＨＦの音量を小さくして

いたことに気付いた。 

船長Ａは、ＶＨＦの音量を上げてＢ船と交信して情報交換した後、

Ａ船を徳島県徳島小松島港沖に錨泊させた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士（以下「航海士Ｂ」という。）ほか３人

が乗り組み、小粒コークス１,２００ｔを積載し、１７時３０分頃に

橘港に向けて香川県坂出市坂出港を出航した。 
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Ｂ船は、法定灯火を表示し、レーダー、ＧＰＳプロッター及び電子

海図表示装置（ＥＣＳ）を作動させ、航海士Ｂが単独で船橋当直中、

２０時５０分頃、船長Ｂ及び機関長が昇橋し、鳴門海峡の北口に向け

て東南東進していた。 

船長Ｂは、昇橋後間もなくして航海士Ｂから当直を引き継ぎ、レー

ダーのレンジを６Ｍレンジとして鳴門海峡を通航する他船の状況を確

認した際、飛島に寄せて北北西進するＡ船の映像を認め、２１時００

分頃に手動操舵に切り替えて自ら操舵に当たった。 

Ｂ船は、２１時１５分頃から緩やかに右転を始め、２１時１９分頃

に予定針路線に沿って中央灯のやや右側に船首を向けて約１３～１４

kn の速力で南東進した。 

船長Ｂは、Ａ船が右舷灯を見せて飛島に寄せて北北西進を続けてお

り、先航して大鳴門橋下を通過したＣ船とＡ船とが２１時２１分頃に

右舷対右舷で通過したので、Ａ船はＢ船と右舷対右舷で通過しようと

していると思い、南東進を続け、２１時２２分頃、大鳴門橋下を通過

した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ａ船がＣ船と右舷対右舷で通過時のＢ船の航行状況 

船長Ｂは、Ｂ船が大鳴門橋下を通過して間もなく、右舷船首方  
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５００ｍ付近に見えたＡ船のマスト灯２灯の位置関係が変化し、左舷

灯が見え始めたのでＡ船が右転していることに気付き、直ちに操船信

号として、左転することを示す汽笛を２回鳴らすとともに主機を後進

として左舵を取ったが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、乗組員に指示してＢ船の浸水の有無及び損傷状況を確認

させるとともに、本事故の発生を海上保安庁に通報し、通峡する他船

の障害にならないようＢ船を南進させた。 

船長Ｂは、Ａ船の状況を確認しようと乗組員にＶＨＦでＡ船と交信

させたが、ＶＨＦの呼出しに反応がなかったので、Ｂ船に接近してき

たＡ船に船外マイクでＶＨＦに応答するよう呼び掛けを行い、Ａ船と

交信して情報交換を行った。 

Ｂ船は、２３時２３分頃に徳島小松島港沖に仮泊した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（鳴門海峡最狭部付

近）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記

録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 (1) 狭い水道等に関する情報 

  ① 海上衝突予防法（昭和５２年法律第６２号）第９条には、狭

い水道又は航路筋（以下「狭い水道等」という。）をこれに沿っ

て航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭

い水道等の右側端に寄って航行しなければならないと規定され

ている。 

  ② 海上保安庁が監修する「改訂第１０版海上衝突予防法の解説

（海文堂発行）」には、狭い水道等の定義について、「狭い水道

等」というのは、陸岸により２～３海里以下の幅に狭められた

水道（海峡）を意味すると記載されている。 

(2) 鳴門海峡の航行方法等に関する情報 

  ① 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌（令和５年３月発行）には

鳴門海峡の針路法として次のことが記載されている。 

   針路法 鳴門海峡に接近する場合、１Ｍ以上離れた所で水道を

見通し、本流と行会い船を確認したうえで大鳴門橋橋梁灯（中

央灯）（略）を目標に、南航及び北航とも橋軸に対して直角とな

るように航行する。 

  ② 第五管区海上保安本部は、ホームページで“鳴門海峡を航行

する場合の注意事項*1”を提供しており、鳴門海峡安全ルールと

して、鳴門海峡を安全に航行するために、大鳴門橋の中央灯の

右側を、可能な限り橋軸線と直角のコースで航行することなど

を提唱し、通航船舶に安全運航を呼び掛けている。 

分析  

 
*1 鳴門海峡を航行する場合の注意事項 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/contents/information/narutokaikyo.html 
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、鳴門海峡を北北西進中、船長Ａが、右舷を対して安全に通

過する態勢にあったＢ船が右転してＡ船と左舷を対して通航すると思

い込み、Ｂ船の前路に向けて右転したことから、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ａは、鳴門海峡最狭部はＡ船及びＢ船がそれぞれ右側端に寄っ

て通航しなければならないと思っていたことから、Ｂ船が右転してＡ

船と左舷を対して通航すると思い込んだものと考えられる。 

船長Ａは、ふだんから鳴門海峡を北上するときは、大鳴門橋下の東

寄りにある浅所から距離をとる目的で、中央灯に向けて３４０°の針

路で鳴門海峡の中央付近を航行させていたことから、早めに鳴門海峡

最狭部の東側を航行していなかったものと考えられる。  

 船長Ａは、ＧＰＳプロッターで船位を確認していなかったことか

ら、飛島の南東方に至るまで、Ａ船が風潮流によって西方に圧流され

ていることに気付かなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、鳴門海峡を南東進中、船長Ｂが、北北西進するＡ船を認

め、Ａ船がＢ船と右舷を対して通航しようとしていると思い、針路及

び速力を保持したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船が、飛島寄りに航行し、Ｂ船に先航して大鳴門橋下

を通過したＣ船と右舷対右舷で通過したことから、Ａ船がＢ船と右舷

を対して通過すると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、鳴門海峡において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が南

東進中、船長Ａが、右舷を対して安全に通過する態勢にあったＢ船が

Ａ船と左舷を対して通過すると思い込み、Ｂ船の前路に向けて右転し

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、再発防止策として次の措置を講じた。 

・運航船舶に対し、狭水道では早期に避航操船を行い、相手船とＶ

ＨＦや携帯電話による船橋間通信を行い、行き会いについての意

思疎通を図ることを指示した。 

Ｂ社は、本事故後、再発防止策として次の措置を講じた。 

・本事故後に安全会議を開催し、乗組員に対して、狭水道において

は想定外の動きをする船舶もあるので、早めに警告信号を行うと

ともに、必要に応じて停止することなどを指示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭水道において他船と行き会う場合、航海計器を活用し

て船位を確認し、早期に他船と安全に通過できる針路を取るこ

と。 
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・船長は、狭い水道等を航行するに当たり、行き会う船舶が右側端

に寄って航行することが実行に適さない態勢にあるときは、危険

な見合い関係とならない針路で航行すること。 

・船長は、操船時、随時、相手船と意思疎通がとれるよう、ＶＨＦ

で聴取及び交信ができるようにしておくこと。 

・鳴門海峡を航行する船舶の船長は、潮流等の外乱影響に十分注意

して、ＧＰＳプロッター等を活用して船位を確認すること。 
 



 

- 9 - 

-
 
9
 
- 

付図１ 航行経路図 

 

 
 

    

孫埼 

徳島県 

鳴門市 

兵庫県 

淡路島 

飛島 

大鳴門橋 

事故発生場所 

（令和６年１０月３日 

２１時２３分頃発生） 

徳島県 

兵庫県 

和歌山県 

右側端灯 
中央灯 

Ｂ船 
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付図２ 航行経路図（鳴門海峡最狭部付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大鳴門橋橋梁灯（左側端灯）から右側端灯までの距離は約３７０ｍである。 

 

 

  

① 

③ 

② 

飛島 

Ｂ船 

① ：大鳴門橋橋梁灯（左側端灯）

②：中央灯 

③：右側端灯 

  ：孤立危険物

鳴門飛島灯台 

Ａ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 船首方位※

（°）  

対地針路※

（°） 

対地速力

（kn） 北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

20:30:48 34-05-24.46 134-41-57.33 － 339.9  10.7  

20:33:46 34-05-54.16 134-41-44.76 － 341.7  10.5  

20:36:46 34-06-24.55 134-41-32.98 － 340.8  10.5  

20:39:49 34-06-55.49 134-41-20.69 － 341.4  10.6  

20:42:47 34-07-25.83 134-41-09.34 － 343.3  10.7  

20:45:46 34-07-56.67 134-40-58.58 － 346.8  10.7  

20:48:46 34-08-28.43 134-40-49.95 － 346.2  10.8  

20:51:47 34-09-00.28 134-40-41.32 － 347.5  10.8  

20:54:46 34-09-32.02 134-40-32.93 － 347.6  10.9  

20:57:18 34-09-58.87 134-40-26.07 － 349.3  10.7  

21:00:47 34-10-34.55 134-40-16.00 － 347.2  10.3  

21:03:47 34-11-04.66 134-40-07.10 － 346.4  10.3  

21:06:16 34-11-29.34 134-40-00.35 － 347.4  10.2  

21:09:19 34-11-59.93 134-39-50.06 － 342.4  10.3  

21:12:49 34-12-33.70 134-39-36.15 － 342.3  10.1  

21:14:46 34-12-51.56 134-39-28.03 － 332.0  10.0  

21:16:46 34-13-09.76 134-39-18.31 － 336.8  10.0  

21:17:17 34-13-14.57 134-39-16.04 － 341.1  10.0  

21:17:49 34-13-19.57 134-39-14.20 － 344.1  10.0  

21:18:17 34-13-24.21 134-39-12.70 － 343.9   9.8  

21:18:46 34-13-28.68 134-39-11.17 － 344.2   9.6  

21:19:47 34-13-37.94 134-39-07.72 － 342.3   9.6  

21:20:16 34-13-42.40 134-39-05.82 － 340.9   9.8  

21:20:46 34-13-46.96 134-39-04.27 － 347.7   9.8  

21:21:17 34-13-51.99 134-39-03.19 － 352.9   9.6  

21:21:47 34-13-56.56 134-39-02.91 － 359.5   9.6  

21:22:17 34-14-01.54 134-39-02.98 － 007.4   9.4  

21:22:46 34-14-05.08 134-39-04.75 － 042.6   6.2  

21:23:17 34-14-05.58 134-39-07.46 － 125.9   4.4  

21:23:48 34-14-03.74 134-39-08.65 － 160.0   4.0  

21:24:46 34-14-00.07 134-39-09.22 － 184.4   3.5  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から６６ｍ、船尾から１０ｍ、左舷から２ｍ、右舷から１０ｍであった。また、対地針路及び

船首方位は真方位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 船首方位※

（°） 

対地針路※

（°） 

対地速力

（kn） 北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

21:00:08 34-16-25.08 134-34-06.60 118  122.1  11.6  

21:03:11 34-16-07.74 134-34-42.36 112  117.6  11.4  

21:06:08 34-15-53.46 134-35-21.42 109  114.5  12.6  

21:09:08 34-15-39.00 134-36-04.74 102  103.1  12.8  

21:10:06 34-15-36.66 134-36-18.96 094  93.4  12.9  

21:11:05 34-15-35.58 134-36-34.92 100  96.0  13.5  

21:12:09 34-15-32.46 134-36-52.20 107  110.2  13.8  

21:13:09 34-15-28.20 134-37-08.04 103  107.8  13.7  

21:14:08 34-15-24.72 134-37-24.00 100  102.1  13.7  

21:15:22 34-15-19.74 134-37-43.14 108  110.3  13.2  

21:16:08 34-15-14.22 134-37-53.28 132  133.1  13.2  

21:17:08 34-15-04.80 134-38-04.44 133  134.1  13.3  

21:18:08 34-14-55.68 134-38-16.20 131  130.2  13.4  

21:19:00 34-14-48.78 134-38-28.02 138  130.5  13.9  

21:19:30 34-14-44.04 134-38-34.14 145  137.2  13.6  

21:20:00 34-14-38.82 134-38-39.30 150  144.7  13.4  

21:20:30 34-14-33.30 134-38-43.86 142  141.4  13.4  

21:21:00 34-14-28.08 134-38-48.90 142  141.3  13.3  

21:22:00 34-14-17.64 134-38-58.50 143  144.8  13.0  

21:22:08 34-14-16.14 134-38-59.82 142  142.6  13.1  

21:22:30 34-14-12.30 134-39-03.30 145  141.6  12.8  

21:22:37 34-14-11.28 134-39-04.14 146  147.7  12.3  

21:22:39 34-14-10.92 134-39-04.38 147  148.9  12.0  

21:22:43 34-14-10.26 134-39-04.86 147  150.8  11.7  

21:22:48 34-14-09.24 134-39-05.46 148  152.1  11.2  

21:22:59 34-14-07.62 134-39-06.42 144  155.0  10.5  

21:22:59 34-14-07.62 134-39-06.42 144  155.0  10.5  

21:23:04 34-14-06.78 134-39-06.78 134  168.7   9.2  

21:23:19 34-14-05.28 134-39-08.10 121  138.8   7.1  

21:23:39 34-14-03.72 134-39-10.14 119  131.1   7.0  

21:23:57 34-14-02.40 134-39-12.18 123  127.8   7.3  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から６７ｍ、船尾から９ｍ、左舷から９ｍ、右舷から３ｍであった。また、対地針路及び船首

方位は真方位である。 


